
※ 被害情報を入力いただいた場合には、国や都道府県・市町村において、支援の必要性を判断する
ことができます。また、所管官庁等と被害情報を共有することにより、優先的な復旧に活用され
る場合もあります。

スマートフォン・パソコン
からシステムへ報告

大阪府から
被災状況の
報告を依頼

大阪府へ
被災状況の
報告を要請

災害時情報共有システムとは
介護施設等の被災状況を迅速かつ正確に情報収集し、適切な支援につなげ

ることができるよう、災害発生時における被災状況等を把握することを目的
として国が構築したシステムです。

まずは登録情報の確認を！

厚⽣労働省 自治体 高齢者福祉施設

情報公表システムにログイン

【URL】https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/27/index.php

※ ID・パスワードは情報公表システムへログインするものと同じです。

登録情報の確認・更新

基本情報欄に、法人名称など必要項目を入力し、運営情報欄及び緊急連絡先（担
当者名・電話番号・メールアドレス）が入力されているか確認の上、更新してく
ださい。 ※ 未入力・古い情報がないかも確認し、更新してください。

内容確定（完了）

※ 災害発生時の被災情報につきましては、情報の公表と同じく事業所ごとに入力
いただく必要があり、入所施設に併設の短期入所生活介護事業所や同一建物に
ある通所介護事業所であってもそれぞれに入力してください。

７項目にチェックするだ
けで簡単に報告可能︕
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裏⾯へ

QRコードからもログイン可能です。

「災害時情報共有システム」の
登録情報の更新・追加はお済ですか︖

災害
発⽣



Ａ 施設・サービス種別によって問合せ先が異なります。下記をご参照ください。

災害時情報共有システムに関する Q＆A

Ｑ 災害時情報共有システムのログインIDやパスワードがわからず、システムに
ログインできません。どうしたらよいでしょうか︖

Ｉ Ｄ ︓
パスワード︓
※ 情報公表の公表対象事業所は、年に１度（秋ごろ）の更新の際にパスワードが変更

されます。最新の更新依頼通知に記載されているパスワードを記⼊してください。

ログインIDとパスワードを記⼊し、災害時にすぐに取り出せる
ところへ保管してください。

ログインI Dとパスワード

Ａ 自治体から事前にシステムへ登録いただいた緊急連絡先メールアドレスに依頼が届きま
すので、以下手順に従って報告してください。
①システムへログイン後、「被災状況の報告」より該当する災害名を選択し、

「選択した災害の被災報告をする」をクリック。
②被災状況報告の詳細内容を⼊⼒し、最後に「報告する」をクリック。
③「報告内容を保存しました」と表⽰されましたら完了です。

※（地域密着型）特定施設⼊居者⽣活介護は、有料・軽費・サ⾼住としての回答となります。
ログイン時に選択するサービス名の施設番号は＜900番台＞から選んでください。

Ｑ 実際に災害が起きた時の報告方法（報告手順）を教えてください。

問合せ先施設・サービス種別

koreikaigo-g08@sbox.pref.osaka.lg.jp養護⽼⼈ホーム、軽費⽼⼈ホーム、
有料⽼⼈ホーム、サービス付き⾼齢者向け住宅①

kouhyou@osakafusyakyo.or.jp介護サービス情報の公表制度における
報告対象事業所②

A 対象サービスは、⽼⼈短期⼊所施設、養護⽼⼈ホーム、特別養護⽼⼈ホーム、軽費⽼⼈
ホーム、認知症⾼齢者グループホーム、⽣活⽀援ハウス、介護⽼⼈保健施設、介護医療院、
⼩規模多機能型居宅介護事業所、看護⼩規模多機能型居宅介護事業所、有料⽼⼈ホーム、
サービス付⾼齢者向け住宅、⽼⼈デイサービス事業、認知症対応型⽼⼈共同⽣活援助事業、
複合型サービス福祉事業（複合型サービス）、⽼⼈福祉センター
※ ただし、災害の状況によりその他のサービスについても報告を求めることがあります。

Ｑ 報告対象は全サービスですか︖


